
 

 

 

 

議案第５号 

 

コミュニティバスの運行見直し及び申請について 

 

 みやま市地域公共交通網計画において、利用状況や市民の意見を基に必要に応じてコミ

ュニティバスの運行見直しを図ることになっています。比較的容易に変更できる下記の内

容について運行見直しを提案します。なお、変更の実施は令和４年８月から実施します。 

 

１、運行の見直し 

 

◇提案１ 運行ルートの見直し（瀬高・高田線） 

 

No 路 線 内 容 理 由 

1 
瀬高・高田線 

（３号車） 
運行ルートの変更 安全な運行ルート確保のため。 

資料１ 

資料１ 



 

様式第１－３号 

令和４年６月  日   

 

九州運輸局 福岡運輸支局長 殿 

指定都道府県等の長 殿 

 

名    称  みやま市            

住    所  福岡県みやま市瀬高町小川５番地 

代表者の氏名  みやま市長 松嶋 盛人     

 

自家用有償旅客運送の変更登録の申請（案） 

 

このたび、自家用有償旅客運送の登録事項の変更を行いたいので、道路運送法第７９条

の７及び同法施行規則第５１条の１１の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１. 名称、住所、代表者の氏名 

 みやま市 

 福岡県みやま市瀬高町小川５番地 

 みやま市長 松嶋 盛人 

 

２. 登録番号 

 九福市交第１４号 

 

３. 自家用有償旅客運送の種別 

交通空白地有償運送 

 

４. 変更しようとする事項 

（１）路線  

 別紙のとおり 

 （２）運送の区域 

新  

旧  

（３）運送の種別 

新  

旧  

（４）事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別 

新  

旧  

 

５．変更予定期日 

   令和４年８月１日 

 

議案第５号 



瀬高・高田線（太神・岩田経由） 下小川～下小川団地～南大木 

南大木 

下小川 
凡     例 

―  既設路線 

―  新設路線 

―  廃止路線 

●    既設バス停 
 
 

下小川団地 



みやま市コミュニティバス 路線図 

凡    例 

 
― 既設路線 

― 路線を延長する区間 

― 廃止路線 
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様式第１－３号　別紙（４．（１）関係）

ＮＯ 項目名 変更前 変更後 変更内容 変更理由

161 起点
みやま市瀬高町太神６９９番５地先
（141）

主たる経由地 太神

終点
みやま市瀬高町太神３０４３番１地先
（139）

キロ程 0544.km

162 起点
みやま市瀬高町太神３０４３番１地先
（139）

主たる経由地 下小川団地

終点
みやま市瀬高町太神２０番４地先
（141）

キロ程 0293.km

163 起点
みやま市瀬高町太神２０番４地先
（141）

主たる経由地 南大木

終点
みやま市瀬高町太神６４１番２地先
（142）

キロ程 0373.km

路線の延
長

現行のルートは道
が狭く、より安全な
ルートで運行する
ため

路線の廃
止

路線の廃
止

より安全なルート
で運行するため

現行のルートは道
が狭く、より安全な
ルートで運行する
ため



様式第１－５号 

 

令和４年６月  日   

 福岡運輸支局長 殿 

 

 

地域公共交通会議（又は協議会）において協議が調ったことを証する書類 

 

 

 申請のあった自家用有償旅客運送については、下記のとおり地域公共交通会議（又は協

議会）を開催し、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の

生活に必要な旅客輸送を確保するために必要であるとの合意に至ったので、その旨証明し

ます。 

 

記 

 

１．自家用有償旅客運送の種別 

 

市町村運営有償運送（交通空白輸送） 

 

２．地域公共交通会議（又は協議会）の名称及び対象市町村 

 （名 称）   みやま市地域公共交通会議 

   

 （対象市町村） みやま市 

 

３．地域公共交通会議（又は協議会）にて合意に至った年月日 

    

令和４年６月  日 

 

４．運送主体の名称、住所、代表者の氏名 

 

   みやま市 

   福岡県みやま市瀬高町小川５番地 

   みやま市長 松嶋 盛人 

 

５．合意の内容 

（１）路線又は運送の区域 

    別紙のとおり 

 

６．その他特記事項 

 

           令和４年６月  日 

 

         みやま市地域公共交通会議 主宰者 みやま市長 松嶋 盛人 


